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１ 町の空家対策について 

◆ 法律・条例・計画の役割分担 

対 策 
国 町 

法律 条例・規則 
空家等対策 
関連施策 

空家等対策 
計画 

① 発生抑制 （●）  ● ● 

② 適正管理 ● ● ● ● 

③ 利活用・流通 ●  ● ● 

 

 

 

◆ 不適正管理への対応と根拠 

国 町 

民法 
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空家法（第 14条） 

空家法 
（第 13条） 
（第 22条） 

条例 要綱等 
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資料１ 

条例の 
必要性 

『普通地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限する
には、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によら
なければならない。（地方自治法 第 14条 第２項）』 
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